
変容する託宣神

古
代
の
文
献
に
現
れ
る
託
宣
す
る
神
は
数
多
い
が
、
そ
の
中
で
コ
ト
シ

ロ
ヌ
シ
は
、
記
紀
神
話
の
国
譲
り
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る

点
で
特
異
で
あ
る
。
何
故
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
国
譲
り
の
役
を
担
う
に
至

っ
た
か
。
そ
し
て
、
同
神
は
平
安
朝
に
お
い
て
宮
中
の
八
神
殿
の
一
つ
と

し
て
も
祀
ら
れ
、
更
に
、
後
世
の
民
間
に
お
い
て
は
、
恵
比
寿
神
と
し
て

も
信
仰
さ
れ
た
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
託
宣
神
で
あ
り
、
国
譲
り
の
神
と
も

さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
な
の
か
。
又
、
国
譲
り
神
話
に
お
い

て
国
つ
神
の
代
表
で
あ
っ
た
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
、
い
か
に
し
て
宮
中
に
祀

ら
れ
る
に
至
っ
た
か
。
そ
れ
ら
と
恵
比
寿
神
と
の
接
点
は
な
ど
、
コ
ト
シ

ロ
ヌ
シ
は
多
元
的
な
神
で
あ
る
。
本
稿
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
中
心
と
し

て
、
関
連
す
る
託
宣
神
、
例
え
ば
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
な

ど
と
も
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。

変
容
す
る
託
宣
神

序

ｌ
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
考
Ｉ

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
託
宣
神
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
神
功
皇
后
前
紀
で
の

皇
后
の
神
懸
か
り
の
際
（
Ａ
）
と
、
天
武
紀
壬
申
の
乱
の
記
事
（
Ｂ
）
に

お
い
て
で
あ
る
。

た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ

か
し
ひ

Ａ
足
仲
彦
天
皇
、
筑
紫
の
橿
日
宮
に
崩
り
ま
す
。
時
に
皇
后
、
天

皇
の
、
神
の
教
へ
に
従
は
ず
し
て
早
く
崩
り
ま
し
し
こ
と
を
傷
み
た

お
も
ほ

た
か
ら
の

ま
ひ
て
、
以
為
さ
く
、
崇
れ
る
神
を
知
り
て
、
財
宝
国
を
求
め
む
と

み
づ
か

欲
す
。
（
中
略
）
皇
后
、
吉
日
を
選
び
て
斎
宮
に
入
り
、
親
ら
神
主

ひ

い

と
為
り
た
ま
ひ
、
則
ち
武
内
宿
禰
に
命
せ
て
琴
撫
か
し
め
、
中
臣
烏

か

つ

お

み

さ

に

は

ち
は
た
た
か
は
た

賊
津
使
主
を
喚
し
て
審
神
者
と
し
た
ま
ふ
。
因
り
て
千
繪
高
繪
を
以

ち
て
琴
頭
尾
に
置
き
、
請
し
て
日
さ
く
、
「
先
日
に
、
天
皇
に
教
へ

た
ま
ひ
し
は
誰
神
ぞ
。
願
は
く
は
其
の
名
を
知
ら
む
」
と
ま
を
し
た

い
た

ま
ふ
。
七
日
七
夜
に
逮
り
て
、
乃
ち
答
へ
て
日
は
く
、
「
神
風
の
伊

も

も

わ

た

ら

ひ

さ

く

い

す

ず

い

ま

つ

き

さ

か

き

い

つ

勢
国
の
百
伝
ふ
度
遭
県
の
折
五
十
鈴
宮
に
居
す
神
、
名
は
搗
賢
木
厳

の
み
た
ま
あ
ま
ざ
か
る
む
か
つ
ひ
め

之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
問
ひ
ま
を
さ

い
ま

あ
め
に
こ
と

く
、
「
亦
有
す
や
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
答
へ
て
日
は
く
、
「
天
事

｜
多
言
的
託
宣
神
と
し
て
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

ー
神
功
紀
と
天
武
紀

吉
田
修
作

- ５ ２ -



変容する託宣神

し
る
そ
ら
に
こ
と
し
ろ
た
ま
く
し
い
り
ひ
こ
い
つ
の
こ
と
し
ろ

ま
た

代
虚
事
代
玉
籔
入
彦
厳
之
事
代
神
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
…
更
、

む
こ
の
み
な
と

う
ら

を
し

務
古
水
門
に
還
り
ま
し
て
ト
へ
た
ま
ふ
。
是
に
天
照
大
神
、
海
へ
ま

つ
り
て
日
は
く
、
（
中
略
）
亦
、
事
代
主
尊
、
調
へ
ま
つ
り
て
日
は

な
が
た

く
、
「
吾
を
御
心
の
長
田
国
に
祠
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
神
功
紀
摂
政
前
紀
年
二
月
、
元
年
二
月
）

右
の
神
功
紀
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仲
哀
天
皇
崩
御
と
い
う
危
機
的
状

況
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
状
況
を
招
い
た
崇
れ
る
神
の
名
を
知
ろ
う
と
し

て
、
神
を
依
り
葱
か
せ
る
場
面
だ
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
の

名
を
得
る
ま
で
に
一
週
間
を
要
し
、
よ
う
や
く
神
の
名
告
り
の
段
階
に
至

っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
荒
御
魂
な
ど
に
続
き
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
名
告
り

と
な
る
。
そ
の
名
告
り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
な
ど
を
含
め

て
、
枕
詞
的
な
文
字
の
連
鎖
で
儀
礼
的
な
様
式
性
を
帯
び
て
い
る
と
と
も

に
、
文
字
表
記
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
そ
の
名
の
中
に
は

神
に
関
す
る
神
話
が
内
包
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。
こ
れ
ら
の
神
の
名
告

り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ワ
カ
ヒ
ル
メ
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
、
住
吉
神
と
な
っ

て
お
り
、
前
二
者
が
天
つ
神
、
最
後
が
航
海
安
全
の
神
で
あ
る
の
に
対

し
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
国
つ
神
の
代
表
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
名
に

「
天
事
代
」
と
天
が
冠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
神
名
か
ら
言
え
ば
、
天
神
と

も
見
な
さ
れ
得
る
。
こ
れ
も
先
の
神
話
性
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
後
述
す

る
。
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
の
神
の
名
告
り
に
よ
っ
て
崇
り
神
は
守
護
神
に

転
じ
、
皇
后
を
新
羅
に
赴
か
せ
る
。
そ
の
新
羅
か
ら
の
帰
途
、
務
古
水
門

に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
荒
御
魂
を
広
田
国
、
ワ
カ
ヒ
ル
メ
を
生
田

国
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
長
田
国
に
祭
れ
な
ど
と
い
う
神
の
託
宣
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
延
喜
式
神
名
帳
に
も
見
ら
れ
る
攝
津
国
の
広
田
神
社
、
生
田

神
社
、
長
田
神
社
の
起
源
と
し
て
語
ら
れ
る
。

一
方
、
天
武
紀
元
年
で
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
託
宣
を
次
の
よ
う
に
記
述

し
て
い
る
。

一』

Ｂ
是
よ
り
先
、
金
綱
井
に
軍
せ
し
時
に
、
高
市
郡
大
領
高
市
縣
主
許

め

に

は

か

つ

く

ま
さ

梅
、
傭
忽
に
口
閉
び
て
、
言
ふ
こ
と
能
は
ず
。
三
日
の
後
に
、
方
に

かか
神
着
り
て
言
は
く
、
「
吾
は
、
高
市
社
に
居
る
、
名
は
事
代
主
神
な

む
さ
の

い
く
た
ま
の

り
。
又
、
身
狭
社
に
居
る
、
名
は
生
霊
神
な
り
」
と
い
ふ
。
乃
ち

顕
し
て
曰
く
、
「
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
の
陵
に
、
馬
及
び
種
種
の
兵

す
な
は

す
め
み
ま
の
み
こ
と

器
を
奉
れ
」
と
い
ふ
。
便
ち
亦
言
は
く
、
「
吾
は
皇
御
孫
命
の
前
後

に
立
ち
て
、
不
破
に
送
り
奉
り
て
還
る
。
今
も
且
官
軍
の
中
に
立
ち

て
守
護
り
ま
つ
る
」
と
い
ふ
。
且
言
は
く
、
「
西
道
よ
り
軍
衆
至
ら

む
と
す
。
慎
む
べ
し
」
と
い
ふ
。
言
ひ
を
は
り
て
醒
め
ぬ
。
故
是
を

以
て
、
便
に
許
梅
を
遣
し
て
、
御
陵
を
祭
り
拝
ま
し
め
て
、
因
り
て

馬
及
び
兵
器
を
奉
る
。
又
、
幣
を
捧
げ
て
、
高
市
・
身
狭
、
二
社
の

神
を
禮
ひ
祭
る
。
然
し
て
後
に
壱
岐
史
韓
国
、
大
坂
よ
り
来
る
。

み
こ
と
ぱ
ま
こ
と

故
、
時
人
の
曰
く
、
「
二
社
の
神
の
教
へ
た
ま
へ
る
辞
、
適
に
是
な

は
ふ
り
か
か

り
」
と
い
ふ
。
又
村
屋
神
、
祝
に
着
り
て
曰
く
、
「
今
吾
が
社
の
中

道
よ
り
、
軍
衆
至
ら
む
。
故
、
社
の
道
を
塞
ふ
く
し
」
と
い
ふ
。

故
、
未
だ
幾
日
を
経
ず
し
て
、
瞳
井
造
鯨
が
軍
、
中
道
よ
り
至
る
。

時
人
の
曰
く
、
「
即
ち
神
教
へ
た
ま
へ
る
辞
、
是
な
り
」
と
い
ふ
。

軍
の
政
既
に
を
は
り
て
、
将
軍
等
、
是
三
社
の
教
へ
た
ま
ふ
言
を
挙

あ

げ
て
奏
す
。
即
ち
勅
し
て
三
神
の
品
を
登
げ
進
め
て
祠
り
た
ま
ふ
。

（天武紀元年七月）

右
は
、
壬
申
の
乱
と
い
う
や
は
り
危
機
的
状
況
の
最
中
、
高
市
県
主
許

梅
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
、
イ
ク
タ
マ
ノ
神
が
神
懸
か
り
し
て
名
告
り
を
行
な

う
が
、
こ
こ
で
も
許
梅
は
三
日
間
の
無
言
状
態
に
陥
る
。
つ
ま
り
、
託
宣
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を
得
る
た
め
に
は
、
あ
る
一
定
期
間
の
無
言
語
状
態
が
要
請
さ
れ
る
の
で

（１）
あ
る
。
そ
こ
で
神
は
、
一
つ
は
、
神
武
天
皇
陵
に
馬
と
兵
器
を
奉
る
こ

と
、
二
つ
に
、
神
自
身
が
天
武
天
皇
の
前
後
に
い
て
官
軍
を
守
護
す
る
こ

と
、
三
つ
目
に
、
西
の
道
か
ら
敵
の
軍
勢
が
来
る
の
で
用
心
す
る
こ
と
と

い
う
三
つ
の
こ
と
を
託
宣
し
、
言
い
終
わ
っ
た
後
、
許
梅
が
覚
め
た
と
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
神
懸
か
り
の
時
に
は
、
許
梅
が
夢
想
状
態
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
許
梅
は
前
掲
Ａ
の
神
功
皇
后
に
相
当
す
る
。
そ

し
て
、
Ａ
と
比
べ
る
と
、
そ
の
神
の
託
宣
が
名
告
り
に
引
き
続
き
、
三
つ

の
内
容
が
告
げ
ら
れ
る
と
い
う
多
言
性
を
持
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
因

み
に
、
こ
の
高
市
社
、
身
狭
社
は
延
喜
式
神
名
帳
に
も
そ
の
名
が
見
え
る

（
高
市
社
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
天
武
紀
で
は
、
そ
れ
ら
の
神
の
こ
と
ば
に

従
っ
て
い
る
と
、
敵
方
の
壱
岐
韓
国
が
大
坂
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
、
時

人
が
神
の
こ
と
ば
が
現
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
説
す
る
。
時
人
の
解
説
が

な
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
神
の
こ
と
ば
が
童
謡
と
も
通
じ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。
更
に
続
い
て
、
村
屋
神
が
祝
に
愚
い
て
敵
に
関
す

る
別
の
託
宣
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で
も
時
人
の
解
釈
が
施
さ
れ
る
と
い
う
展

開をする。

闘
い
、
或
い
は
謀
反
の
際
に
、
敵
に
関
す
る
情
報
が
、
童
謡
的
な
歌
や

特
異
な
言
葉
で
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
例
は
、
崇
神
記
や
履
仲
記
に
見
ら

れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
、
山
口
、
坂
に
い
る
女
性
が
歌
や
言
葉
で
そ
れ

ら
の
情
報
を
知
ら
せ
る
も
の
で
、
神
が
名
告
り
を
す
る
と
い
う
設
定
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
神
懸
か
り
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で

（２）

な
い
も
の
と
の
差
異
で
あ
る
、
フ
。

前
掲
Ａ
、
Ｂ
に
お
い
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
神
懸
か
り
や
託
宣
に
関
わ

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
別
に
、
顕
宗
紀
で
阿
閉
事
代
と
い
、
フ
人
物
が

神
の
託
宣
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

あ
へ

う

阿
閉
臣
事
代
、
命
を
街
け
て
、
出
で
て
任
那
に
使
す
。
是
に
月

か

か

か

た

そ

神
、
人
に
著
り
て
謂
り
て
日
は
く
、
「
我
が
祖
高
皇
産
霊
、
預
ひ
て

ま

天
地
を
錆
造
せ
る
功
有
し
ま
す
。
民
地
を
以
ち
て
、
我
が
月
神
に
奉

こ
ひ
ま
に
ま
に

れ
。
若
し
請
の
依
に
我
に
献
ら
ば
、
福
慶
あ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

う
た
あ
ら
す
だ

事
代
、
是
に
由
り
て
、
京
に
還
り
て
具
に
奏
し
、
奉
る
に
歌
荒
楪
田

お
し
み

を
以
ち
て
す
．
壱
伎
県
主
の
先
祖
押
見
宿
禰
、
祠
に
侍
へ
ま
つ
る
。

かた

（
中
略
）
日
神
、
人
に
著
り
て
、
阿
閉
臣
事
代
に
謂
り
て
日
は
く
、

い
は
れ

「
磐
余
の
田
を
以
ち
て
、
我
が
祖
高
皇
産
霊
に
献
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

こ
は
し

事
代
、
便
ち
奏
し
て
、
神
の
乞
の
依
に
、
田
十
四
町
を
献
る
。
対
馬

下
県
直
、
祠
に
侍
へ
ま
つ
る
。

（
顕
宗
紀
三
年
二
月
、
四
月
）

こ
こ
で
は
、
月
神
、
日
神
は
人
に
懸
か
っ
て
託
宣
し
た
の
を
、
阿
閉
事

代
が
聞
い
て
言
葉
に
な
し
た
、
Ａ
で
言
え
ば
、
サ
ニ
ハ
役
の
イ
カ
ッ
オ
ミ

に
相
当
す
る
。
こ
こ
か
ら
コ
ト
シ
ロ
の
語
義
を
考
え
て
み
る
と
、
神
の
言

葉
を
理
解
し
、
神
に
代
わ
っ
て
人
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
コ
ト

し

シ
ロ
ヌ
シ
の
神
名
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
言
知
る
、
言
領
る
な
ど
、
多
少

（３）

の
異
説
は
あ
る
が
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
託
宣
に
関
わ
る
神
で
、
神
の
言
葉

を
代
弁
す
る
こ
と
の
神
格
化
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

国
譲
り
神
話
に
お
け
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
次
の
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
に
見
ら

れる。Ｃこ
こ
を
も
ち
て
、
こ
の
二
柱
の
神
（
建
御
雷
神
と
天
烏
舟
神
）
、

い
ざ
さ

と
つ
か
つ
る
ざ

出
雲
の
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
に
降
り
到
り
ま
し
て
、
十
掬
剣
を
抜

二
多
言
的
託
宣
神
の
変
容

１
国
譲
り
と
神
婚
神
話
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
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変容する託宣神

さ
か
し
ま

あ
ぐ
み
ゐ

き
、
逆
に
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
そ
の
剣
の
前
を
跣
坐
て
、
そ
の
大

国
主
神
に
問
ひ
て
言
ら
し
し
く
「
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
も
ち

て
問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝
が
、
う
し
は
け
る
葦
原
中
国
は
、
あ
が
御
子

予」し』卜李

の
知
ら
す
国
と
言
依
さ
し
た
ま
ひ
き
。
か
れ
、
な
が
心
い
か
に
」
し

ま
を

や
へ
の

か
し
て
、
答
へ
白
し
し
く
、
「
あ
は
え
白
さ
じ
。
あ
が
子
八
重
事
代

す
な
ど
り

み

主
神
、
こ
れ
白
す
べ
し
。
し
か
る
に
、
鳥
の
遊
び
、
取
魚
し
て
、
御

ほ

さ

き

大
の
前
に
往
き
て
、
未
だ
還
り
来
ず
」
。
か
れ
し
か
し
て
、
天
鳥
船

め

神
を
遣
は
し
、
八
重
事
代
主
神
を
徴
し
来
て
問
ひ
た
ま
ひ
し
時
に
、

か
し
こ

そ
の
父
の
大
神
に
語
り
て
言
ひ
し
ぐ
、
「
恐
し
。
こ
の
国
は
天
神
の

御
子
に
立
て
奉
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
そ
の
船
を
踏
み
傾
け
て
、

さ
か
て
あ
を
ふ
し
が
き

天
の
逆
手
を
青
柴
垣
に
打
ち
成
し
て
隠
り
ま
し
き
。
（
中
略
）
か

れ
、
さ
ら
に
ま
た
還
り
来
て
、
そ
の
大
国
主
神
に
問
ひ
た
ま
ひ
し

く
、
「
な
が
子
等
、
事
代
主
神
・
建
御
名
方
神
の
二
柱
の
神
は
、
天

つ
神
の
御
子
の
ま
に
ま
に
違
は
じ
と
白
し
つ
。
か
れ
、
な
が
心
い
か

に
」
し
か
し
て
答
へ
白
し
し
く
、
「
あ
が
子
等
二
柱
の
神
の
白
す
ま

に
ま
に
、
あ
も
違
は
じ
。
こ
の
葦
原
中
国
は
命
の
ま
に
ま
に
す
で
に

す
み
か

献
ら
む
。
た
だ
あ
が
住
所
の
み
は
、
天
神
の
御
子
の
天
つ
日
継
知
ら

み

す

し
め
る
と
だ
る
天
の
御
巣
の
ご
と
く
し
て
、
底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ
と

ひ
ぎ

し
り
、
高
天
の
原
に
氷
木
た
か
し
り
て
、
治
め
た
ま
は
ば
、
あ
は
百

や
そ
く
ま

足
ら
ず
八
十
堀
手
に
隠
り
て
侍
ら
む
。
ま
た
、
あ
が
子
八
十
神
は
、

み
を
さ
き

八
重
事
代
主
神
、
神
の
御
尾
前
と
な
り
て
仕
へ
ま
つ
ら
ば
、
違
ふ
神

は
あ
ら
じ
」
と
か
く
白
し
て
、
…
（
神
代
記
）

，
時
に
大
己
貴
神
対
へ
て
日
さ
く
、
「
我
が
子
に
問
ひ
、
然
し
て
後

か
へ
り
ご
と
ま
を

い
で
ま

に
報
さ
む
」
と
ま
を
す
。
是
の
時
に
、
其
の
子
事
代
主
神
遊
行

み

ほ

さ

き

つ
り

た
の
し
ぴ

し
、
出
雲
国
の
三
穂
の
碕
に
在
り
、
釣
魚
す
る
を
以
ち
て
楽
と
す
。

た

の

し

ぴ

も

る

た

或
に
曰
く
、
烏
の
遊
を
楽
と
す
と
い
ふ
。
故
、
熊
野
の
諸
手
船
を
以

は

と

い

い
な
せ
は
ぎ

ち
て
、
〈
亦
は
天
鵠
船
と
名
ふ
・
〉
使
者
稲
背
脛
を
載
せ
遣
し
て
、
高

こ
と
ば

皇
産
霊
の
勅
を
事
代
主
神
に
致
し
、
且
つ
報
さ
む
辞
を
問
は
し
む
。

か
た

と

時
に
事
代
主
神
、
使
者
に
謂
り
て
曰
く
、
「
今
し
天
神
、
此
の
借
問

み
こ
と
の
り

ひ
た
ま
ふ
勅
有
り
。
我
が
父
は
避
り
奉
る
べ
し
。
吾
も
違
ひ
ま
つ

や
へ
の
あ
を
ふ
し
が
き
ふ
な
の
へ

ら
じ
」
と
い
ふ
。
因
り
て
海
中
に
八
重
蒼
柴
雛
を
造
り
、
船
泄
を
踏

み
て
避
り
ぬ
。
（
神
代
紀
下
第
九
段
本
文
）

く
だ
り
い
た

Ｅ
時
に
二
神
、
出
雲
に
降
到
り
、
便
ち
大
己
貴
神
に
問
ひ
て
日
は

い
な

く
、
「
汝
、
此
の
国
を
将
ち
て
天
神
に
奉
ら
む
や
以
不
や
」
と
の
た

と
り
の
あ
そ
び

ま
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
吾
が
児
事
代
主
、
射
鳥
迩
遊
し
て
、
三

津
の
碕
に
在
り
。
今
し
問
ひ
て
報
さ
む
」
と
ま
を
す
。
乃
ち
使
人
を

遣
し
て
訪
は
し
む
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
天
神
の
求
め
た
ま
ふ
所
、

何
ぞ
奉
ら
ざ
ら
む
や
」
と
ま
を
す
。
故
、
大
已
貴
神
、
其
の
子
の
辞

を
以
ち
て
二
神
に
報
す
。
（
神
代
紀
下
第
九
段
一
書
第
二

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
子
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
指
名
し

て
、
国
譲
り
の
諾
否
を
答
え
さ
せ
る
と
い
う
場
面
で
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
代
弁
者
だ
か
ら
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

言
葉
は
同
等
の
意
義
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
神
代
記
で
は
、
コ

ト
シ
ロ
ヌ
シ
に
八
重
と
い
う
接
頭
語
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
古
事
記
注
釈

で
は
、
神
代
紀
下
本
文
Ｄ
の
後
二
行
に
、
「
海
中
に
八
重
蒼
柴
難
を
造
り
」

と
あ
る
か
ら
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
に
八
重
を
冠
し
た
と
説
く
が
ど
、
フ
で
あ
ろ
う

か
。
語
構
成
と
し
て
は
、
八
重
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
い
う
神
名
に
冠
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
今
ま
で
の
検

討
で
言
え
ば
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
多
言
性
を
持
つ
託
宣
神
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
八
重
は
そ
の
多
言
性
を
示
す
標
章
と
捉
え
ら
れ
る
。
但
し
、
Ｃ
神
代
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記
で
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
「
恐
し
。
こ
の
国
は
天
神
の
御
子
に
立
て
奉

ら
む
」
と
の
み
し
か
言
わ
ず
に
、
「
船
を
踏
み
傾
け
て
、
天
の
逆
手
を
青

柴
垣
に
打
ち
成
し
て
隠
り
ま
し
き
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

は
国
譲
り
神
話
に
お
い
て
は
一
言
の
託
宣
の
み
で
退
出
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
如
何
に
解
さ
れ
得
る
か
。

こ
こ
に
は
多
言
性
の
託
宣
神
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
位
相
が
隠
蔽
さ
れ
、
一

言
性
の
託
宣
神
へ
変
容
し
、
新
た
な
国
譲
り
の
神
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
生
成

が
見
て
取
れ
る
。
多
言
性
の
託
宣
神
は
、
前
掲
の
天
武
紀
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
様
々
の
情
報
に
臨
機
応
変
に
対
応
し
、
固
定
的
で
な
い
、
場
合
に
よ

っ
て
は
逸
脱
性
を
含
む
と
こ
と
も
あ
り
得
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
言
性

託
宣
神
は
善
悪
い
ず
れ
に
せ
よ
固
定
的
で
制
度
化
さ
れ
て
い
く
方
向
性
を

有
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
国
譲
り
神
話
で
は
、
国
譲

り
を
承
諾
す
る
と
い
う
託
宣
し
か
発
し
よ
う
が
な
い
。

国
譲
り
の
託
宣
後
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
船
で
海
に
隠
れ
て
い
く
。
こ
の

件
に
関
し
、
平
田
篤
胤
は
漁
労
の
様
と
し
て
、
注
釈
も
従
っ
て
い
る
が
、

ひ
も
ろ
ぎ

鈴
木
重
胤
や
古
典
集
成
な
ど
が
説
く
神
雛
に
隠
れ
る
と
解
し
た
方
が

（４）
よ
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
祭
り
に
お
け
る
神
送
り
に
相
当
し
、
こ
の
神
話

を
も
と
に
、
美
保
神
社
で
は
青
柴
垣
神
事
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
役
の
頭
屋
は
祭
り
の
間
中
無
言
状
態
に
徹
し
て
い

る
。
こ
れ
は
託
宣
を
得
る
た
め
の
準
備
段
階
の
名
残
で
は
な
い
か
。
た

だ
、
美
保
を
含
め
て
、
出
雲
風
土
記
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
名
が
見
え
ず
、

美
保
神
社
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
祭
ら
れ
た
の
は
遡
っ
て
も
中
世
に
至
ら
な

（５）

い
程
な
の
で
、
現
行
の
青
柴
垣
神
事
が
古
代
に
そ
の
ま
ま
あ
っ
た
と
は
言

い
難
い
。
と
は
言
え
、
現
行
の
青
柴
垣
神
事
の
中
に
古
代
的
位
相
を
受
感

す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
可
能
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
Ｃ
神
代
記
の
後
半
で
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
子
等
の
言
う
よ

う
に
国
譲
り
を
認
め
、
天
神
の
御
子
と
同
様
に
、
「
底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ

と
し
り
、
高
天
の
原
に
氷
木
た
か
し
り
て
」
自
分
の
宮
殿
を
建
て
て
く
れ

れ
ば
隠
れ
る
と
の
意
志
を
示
す
が
、
そ
れ
ら
の
詞
句
は
、
祈
年
祭
、
六
月

月
次
、
大
祓
祝
詞
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
慣
用
句
で
あ
っ
た
。
更
に
、
Ｃ

の
後
二
行
を
見
る
と
、
「
八
重
事
代
主
神
が
神
の
御
尾
前
と
な
り
て
仕
へ

ま
つ
る
」
と
あ
り
、
西
田
長
男
や
注
釈
は
、
前
掲
の
天
武
紀
（
Ｂ
）
コ
ト

シ
ロ
ヌ
シ
の
託
宣
中
の
「
天
武
の
前
後
に
立
っ
て
官
軍
を
守
護
す
る
」
と

（６）

い
う
言
葉
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
Ｃ
の
「
八
重
事
代
主
神
、
神
の
御
尾

前
と
な
り
て
仕
へ
ま
つ
る
」
と
い
う
言
説
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
会
話
中

の
も
の
で
は
あ
る
が
、
天
武
紀
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
託
宣
の
引
用
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
右
の
オ
ホ
ヌ
ニ
ヌ
シ
の
言
説
は
、
国
譲
り

の
段
で
隠
蔽
さ
れ
た
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
多
言
的
託
宣
の
片
鱗
を
窺
わ
せ
る

の
に
充
分
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
譲
り
に
当
っ
て
、
国
つ
神
が
天
つ
神
、
皇
孫
を
守
護
す

る
と
の
言
説
は
、
神
代
紀
下
第
九
段
一
書
第
二
で
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
に
対

す
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
言
葉
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ
も
慣
用
句
的
で
あ
る
。

ま

つ

ら

か

み

Ｆ
是
の
時
に
、
帰
順
ふ
首
渠
者
は
、
大
物
主
神
と
事
代
主
神
と
な

あ
め
の
た
け
ち
あ
つ

ひき

り
。
乃
ち
八
十
万
神
を
天
高
市
に
合
め
て
、
帥
ゐ
て
天
に
昇
り
、

ま
こ
と
い
た
り
ま
を

其
の
誠
款
の
至
を
陳
す
。
時
に
高
皇
産
霊
尊
、
大
物
主
神
に
勅
し
た

め

う
と
き

ま
は
く
、
「
汝
、
若
し
国
神
を
以
ち
て
妻
と
せ
ば
、
吾
猶
し
汝
を
疎

守」》」守（一
心
有
り
と
謂
は
む
。
故
、
今
し
吾
が
女
三
穂
津
姫
を
以
ち
て
、
汝

あ
は

ひ
き
と
こ
し
へ
す
め
み
ま

に
配
せ
妻
と
せ
む
。
八
十
万
神
を
領
ゐ
て
、
永
に
皇
孫
の
為
に
護
り

奉
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
乃
ち
還
り
降
ら
し
め
た
ま
ふ
。

（
神
代
下
第
九
段
一
書
第
二
）
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オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
む
し
ろ
天
武
紀
の
託
宣
が
基
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
天
武
紀
で
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
高
市
社
に
祭

ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
高
市
許
梅
に
神
葱
か
り
し
た
が
、
右
の
Ｆ
で
は
、

八
十
万
神
が
天
高
市
に
集
ま
り
、
天
上
に
昇
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
天
高
市

は
、
神
代
紀
上
七
段
一
書
第
一
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸
隠
り
の
際

に
八
十
万
神
が
集
っ
た
所
で
も
あ
り
、
当
然
飛
鳥
高
市
の
地
名
に
由
来
す

るものである。
と
こ
や
み

わき

是
に
天
下
恒
闇
に
し
て
、
復
昼
夜
の
殊
も
無
し
。
故
、
八
十
万
神

あ
め
の
た
け
ち
つ
ど

お
も
ひ
か
ね

を
天
高
市
に
会
へ
て
問
ひ
た
ま
ふ
。
時
に
、
高
皇
産
霊
の
息
思
兼

神
と
云
ふ
者
有
り
。
（
神
代
紀
上
七
段
一
書
第
二

神誼書紀で「天高市」の用例は、Ｆと右の二例のみだが、それが

る
国
つ
神
と
天
つ
神
に
通
用
す
る
集
会
の
場
所
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

榊る。ということは、国つ神と天つ神の世界は、対立しながらも

変
通
底
し
て
い
る
位
相
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
後
述
す

つ（》Ｏ今
一
つ
、
国
譲
り
の
段
の
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
に
お
け
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
特

徴
と
し
て
は
、
烏
の
遊
び
や
魚
釣
り
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鳥
の
遊

び
に
つ
い
て
は
、
神
代
記
の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
や
、
垂
仁
紀
二
十
年

十
一
月
で
失
語
症
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
烏
に
よ
っ
て
言
語
能
力
を
得
た
こ
と

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
葬
儀
や
言
葉
の
呪
術
に
関
連
し
、
特
に
コ
ト
シ
ロ

ヌ
シ
の
場
合
は
、
託
宣
を
得
る
た
め
の
準
備
段
階
を
意
味
し
て
い
る
。
ま

た
、
魚
釣
り
に
つ
い
て
は
、
神
功
皇
后
が
新
羅
出
兵
に
際
し
て
魚
釣
り
に

よ
っ
て
ウ
ケ
ヒ
を
な
し
た
よ
う
に
、
占
い
の
方
法
の
一
つ
で
も
あ
り
、
こ

れ
も
神
の
意
思
を
問
う
呪
術
で
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
烏
の

遊
び
や
魚
釣
り
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
、
と
も
に
神
の
託
宣
を
得
る
た
め

の
呪
的
行
為
と
捉
え
ら
れ
る
。

更
に
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
に
は
託
宣
と
直
接
関
わ
ら
な
い
伝
承
も
共
時
的

に存在する。

や
ひ
ろ
く
ま
わ
に
な

み
ぞ
く
ひ
ひ
め

Ｇ
又
曰
く
、
事
代
主
神
八
尋
熊
鰐
に
化
為
り
、
三
島
溝
熾
姫
に
通
ひ

ひ
め
た
た
ら
い
す
ず

た
ま
ひ
て
、
或
に
云
は
く
、
玉
櫛
姫
と
い
ふ
、
児
姫
路
輪
五
十
鈴
姫な

を
生
み
た
ま
ふ
。
是
、
神
日
本
磐
余
彦
火
火
出
見
天
皇
の
后
と
為

つく》Ｏ

（
神
代
紀
上
第
八
段
一
書
第
六
）

右
の
Ｇ
で
は
、
「
又
曰
く
」
で
は
あ
る
が
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
鰐
と
な

っ
て
姫
の
も
と
に
通
い
、
神
武
天
皇
の
后
と
な
る
女
性
を
設
け
た
と
し
、

神
武
即
位
前
紀
で
は
、
后
イ
ス
ズ
ヒ
メ
の
出
生
を
同
様
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

の
神
婚
と
し
て
伝
え
る
。
神
代
紀
の
本
伝
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、
そ
の
一

伝
承
が
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
事
績
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
師

と
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
共
通
す
る
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
書
一

紀
で
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
血
を
引
く
神
武
后
の
系
統
が
次
に
見
ら
れ
る
よ

、
フ
に
、
神
武
以
下
の
天
皇
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
系
譜
と
な
る
。

か
み
い
な
か
は
み
み

神
淳
川
耳
天
皇
は
、
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
の
第
三
子
な
り
。
母
は

え
む
す
め

媛
路
輪
五
十
鈴
媛
命
と
日
し
、
事
代
主
神
の
大
女
な
り
。
（
中
略
）

葛
城
に
都
つ
く
り
た
ま
ふ
。
是
を
高
丘
宮
と
謂
ふ
。
（
綏
靖
紀
）

し
き
つ
ひ
こ
た
ま
で
み
の

磯
城
津
彦
玉
手
看
天
皇
は
、
神
淳
川
耳
天
皇
の
太
子
な
り
。
母
は

お
と
む
す
め

五
十
鈴
依
媛
命
と
日
し
、
事
代
主
神
の
少
女
な
り
。
（
安
寧
紀
）

お
ほ
や
ま
と
ひ
こ
す
き
と
も

大
日
本
彦
紹
友
天
皇
は
磯
城
津
玉
手
看
天
皇
の
第
二
子
な
り
。
母

ぬ
な
そ
こ
な
か
つ
ひ
め

か
も
の
お
ほ
包
み

は
淳
名
底
仲
媛
命
と
日
し
、
事
代
主
神
の
孫
鴨
王
の
女
な
り
。

（誌徳紀）

つ
ま
り
、
神
武
紀
以
降
は
、
系
譜
的
に
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
で
は
な
く
、
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コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
国
つ
神
の
代
表
と
位
置
づ
け
、
そ
の
子
孫
が
天
皇
家
と

結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
意
図
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
が
託
宣

神
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
が
、
前
掲
の
神
功
紀
Ａ
に
お
け
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ

シ
の
名
告
り
で
の
名
で
あ
る
。
前
掲
Ａ
で
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
名
に
天
が
冠

さ
れ
て
い
た
の
は
、
国
つ
神
の
代
表
た
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
、
天
つ
神
に

連
な
る
天
皇
家
と
結
び
つ
く
と
い
う
神
話
を
背
景
に
し
て
い
た
こ
と
に
よ

一
方
、
延
喜
式
祝
詞
中
の
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
、
オ
ホ
ナ
モ
チ
、
オ

ホ
モ
ノ
ヌ
シ
、
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
な
ど
出
雲
系
の
神
と
と
も
に
、
コ

ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
「
御
魂
を
う
な
で
に
坐
せ
」
と
あ
り
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は

そ
こ
で
は
国
つ
神
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

Ｈ
す
な
は
ち
大
な
も
ち
の
命
の
申
し
た
ま
は
く
『
皇
御
孫
の
命
の
静

お
の
れ
み
こ
と

や
た

ま
り
ま
さ
ぬ
大
倭
の
国
』
と
申
し
て
、
已
命
の
和
魂
を
八
腿
の
鏡
に

つ

た
た

取
り
託
け
て
、
倭
の
大
物
主
く
し
み
か
た
ま
の
命
と
名
を
稀
へ
て
、

大
御
和
の
神
な
ぴ
に
坐
せ
、
己
命
の
御
子
あ
ぢ
す
き
高
ひ
こ
れ
の
命

の
御
魂
を
葛
木
の
鴨
の
神
な
び
に
坐
せ
、
事
代
主
の
命
の
御
魂
を
う

な
で
に
坐
せ
、
か
や
な
る
み
の
命
の
御
魂
を
飛
鳥
の
神
な
ぴ
に
坐
せ

や
ほ
に
き
つ
ぎ

て
、
皇
孫
の
命
の
近
き
守
神
と
貢
り
置
き
て
、
八
百
丹
杵
築
の
宮
に

静
ま
り
ま
し
き
。

（出雲国造神賀詞）

右
の
「
電
フ
な
で
」
に
つ
い
て
、
そ
の
前
後
に
「
神
な
ぴ
」
の
語
が
連
続（７）

す
る
の
で
、
「
う
な
で
の
神
な
び
」
と
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る

が
、
「
、
フ
な
で
」
は
溝
の
意
だ
か
ら
、
あ
え
て
「
神
な
び
」
の
語
を
挿
入

フ（》◎

三
託
宣
し
な
い
天
っ
神
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

ー
出
雲
国
造
神
賀
詞
か
ら
八
神
殿
の
神
へ

特
に
巻
十
二
・
三
一
○
○
に
、
「
思
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ば
」
卯
名
手

の
社
の
神
が
知
る
だ
ろ
う
と
、
こ
の
社
の
祭
神
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
言
葉
を

司
る
役
割
を
果
し
、
虚
偽
の
言
葉
を
発
し
た
な
ら
ば
、
崇
り
を
も
な
す
よ

う
な
神
と
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

延
喜
式
神
名
帳
に
も
こ
の
神
社
に
相
当
す
る
高
市
御
縣
坐
鴨
事
代
主
神
社

が
記
さ
れ
、
前
掲
Ｂ
天
武
紀
の
託
宣
神
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
祭
神
と
し
た
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
別
に
、
釈
日
本
紀
巻
第
十
五
、
述
義
十
一
に
は
旧

事
紀
に
曰
く
と
し
て
、
高
市
社
と
と
も
に
、
亦
云
甘
南
備
飛
烏
社
を
挙
げ

る
。
こ
の
亦
の
名
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
カ
ヤ
ナ
ヌ

ミ
の
社
が
紛
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
延
喜
式
神
名
帳
に
は
葛
上

郡
に
も
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
祀
る
鴨
都
波
八
重
事
代
主
命
神
社
が
あ
り
、
後

世
の
大
三
輪
神
社
資
料
、
大
三
輪
三
社
鎮
座
次
第
（
嘉
禄
二
年
三
三

六
）
に
は
葛
城
賀
茂
神
社
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ

シ
を
賀
茂
氏
や
葛
城
氏
の
氏
族
伝
承
か
ら
捉
え
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い

（８）
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
方
面
に
は
あ
ま
り
踏
み
込
ま
な
い
。
た
だ
、
山
背

風
土
記
逸
文
の
可
茂
社
の
起
源
に
葛
木
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
葛
城

の
地
と
賀
茂
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
令
義
解

で
は
、
山
城
鴨
は
天
神
、
葛
木
鴨
は
地
祇
と
分
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

す
る
必
要
も
な
い
。
こ
の
「
う
な
で
」
が
現
在
の
ど
こ
の
神
社
に
相
当
す

る
か
諸
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
か
確
定
し
難
い
。
た
だ
、
万
葉
集
に
二
首

こ
の
神
社
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
。

ま

と

り

う

な

て

も

り

き
い

真
鳥
住
む
卯
名
手
の
神
社
の
菅
の
根
を
衣
に
か
き
つ
け
着
せ
む
子
も

がも

（
万
葉
巻
七
・
一
三
四
四
）

も
り

思
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ば
真
鳥
住
む
卯
名
手
の
社
の
神
し
知
ら
さ
む

（
万
葉
巻
十
二
・
三
一
○
○
）

- ５ ８ -
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に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

凡
天
神
地
祇
者
。
神
祇
官
皆
依
常
典
祭
之
。
謂
天
神
者
。
伊
勢
。
山

城
鴨
。
住
吉
。
出
雲
国
造
斎
神
等
類
是
也
。
地
祇
者
。
大
神
。
大

倭
。
葛
木
鴨
。
出
雲
大
汝
神
等
類
是
也
。
（
令
義
解
）

新
撰
姓
氏
録
の
大
和
神
別
、
賀
茂
朝
臣
の
項
で
は
、
大
神
朝
臣
同
祖
、

大
国
主
神
の
後
と
し
て
地
祇
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

賀
茂
朝
臣
。
大
神
朝
臣
同
祖
。
大
国
主
神
之
後
也
。
太
田
田
禰
古
命

孫
大
賀
茂
都
美
之
命
。
奉
斎
賀
茂
神
社
。

（
新
撰
姓
氏
録
大
和
神
別
地
祇
）

そ
れ
に
対
し
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
系
統
の
氏
族
を
新
撰
姓
氏
録
で
検
索

す
る
と
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
子
孫
な
ど
と
さ
れ
る
伊
興
部
氏
、
畝
尾
氏
が

天
神
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

伊
與
部
高
媚
牟
須
比
命
三
世
孫
天
静
代
主
命
之
後
也
。

（
新
撰
姓
氏
録
右
京
神
別
下
天
神
）

畝
尾
連
天
辞
代
命
子
國
辞
代
命
之
後
也
。（

同
左
京
神
別
中
天
神
）

こ
こ
に
お
い
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
子
孫
、
或
い
は
奉
斎
す
る
一
族
、

神
社
が
、
天
神
と
地
祇
の
両
方
に
跨
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
そ
の
こ
と
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
平
安
朝
に
八
神
殿
に
祀
ら
れ
た
こ

と
と
も
関
わ
る
。

八
神
殿
の
神
に
つ
い
て
は
、
延
喜
式
祝
詞
、
同
神
名
帳
、
古
語
拾
遺
、

先
代
旧
事
本
紀
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
神
名
が
示
さ
れ
、
神
祇
官
の
御
巫
が

祀
る
天
皇
の
守
護
神
と
さ
れ
る
。

か
む
な
ぎ
こ
と
を

か
み
む
す
ひ

「
大
御
巫
の
辞
寛
へ
ま
つ
る
、
皇
神
等
の
前
に
白
さ
く
、
神
魂
・

た
ま
つ
め
む
す
ひ

め

み

け

高
御
魂
・
生
く
魂
・
足
る
魂
・
玉
留
魂
・
大
宮
の
売
・
御
膳
つ
神
．

こ
と
し
ろ
ぬ
し

辞
代
主
と
、
御
名
は
白
し
て
、
辞
寛
へ
ま
つ
ら
ぱ
、
皇
御
孫
の
命
の

御
世
を
手
長
の
御
世
と
、
堅
磐
に
常
盤
に
斎
ひ
ま
つ
り
、
茂
し
御
世

むつ

に
幸
は
へ
ま
つ
る
が
故
に
、
皇
吾
が
睦
神
ろ
き
の
命
・
神
ろ
み
の
命

と
、
皇
御
孫
の
命
の
う
づ
の
幣
帛
を
稽
瀞
畢
寛
へ
ま
つ
ら
く
」
と
宣

フ（》。

（延喜式祈年祭祝詞）

神
祇
官
西
院
坐
御
巫
等
祭
神
廿
三
座
。
御
巫
神
八
座
神
産

日
神
高
御
産
日
神
玉
積
日
神
生
産
日
神
足
産
日
神
大
宮

売
神
御
食
津
神
事
代
主
神
（
延
喜
式
神
名
帳
）

麦
に
皇
天
二
祖
の
詔
に
仰
従
ひ
て
、
神
雛
を
建
樹
て
た
ま
ひ
き
。

所
謂
高
皇
産
霊
・
神
皇
産
霊
・
生
産
霊
・
足
産
霊
・
大
宮
売
神
・
事

代
主
神
・
御
膳
神
。
（
已
上
は
、
今
御
巫
の
斎
き
奉
る
所
な
り
。
）

（
古
語
拾
遺
、
先
代
旧
事
本
紀
天
皇
本
紀
神
武
）

そ
の
八
神
の
中
、
祝
詞
の
順
で
言
え
ば
、
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
タ
マ
ム
ス

ヒ
ま
で
は
生
産
、
生
成
の
力
を
表
す
ム
ス
ヒ
の
神
々
、
ミ
ケ
ッ
カ
ミ
は
そ

れ
ら
の
神
へ
捧
げ
る
食
物
の
神
格
化
と
見
な
さ
れ
る
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

は
古
事
記
で
別
名
タ
カ
ギ
ノ
神
と
も
称
し
、
神
武
記
な
ど
に
お
い
て
、
夢

の
中
で
託
宣
す
る
神
で
も
あ
っ
た
。

八
神
殿
の
神
の
オ
ホ
ミ
ヤ
ノ
メ
は
、
語
義
的
に
は
宮
殿
に
奉
仕
す
る
巫

女
的
女
性
の
神
格
化
と
い
う
よ
う
に
説
明
可
能
で
あ
る
が
、
別
に
、
大
殿

祭
祝
詞
に
も
登
場
し
、
そ
こ
で
は
「
神
等
の
い
す
こ
ろ
ひ
荒
ぴ
ま
す
を
、

言
直
し
和
し
」
「
筈
過
ち
あ
ら
む
を
ば
、
見
直
し
聞
き
直
し
ま
し
て
」
な

ど
と
、
言
葉
の
呪
術
に
も
関
与
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
、

オ
ホ
ミ
ヤ
ノ
メ
が
託
宣
や
言
葉
の
呪
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
コ
ト
シ

ロ
ヌ
シ
が
八
神
殿
の
一
神
に
列
せ
ら
れ
た
意
味
合
い
が
見
え
て
く
る
。
当

然
、
こ
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
葛
城
や
高
市
と
い
う
地
域
を
越
え
た
言
葉
を

- ５９ -
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司
る
神
で
、
神
格
化
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
参
考
と
な
る
の
が
前
掲

の
阿
閉
事
代
で
あ
る
。
阿
閉
事
代
は
神
の
託
宣
を
聞
き
、
言
語
化
す
る
サ

ニ
ハ
的
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
よ

、
フ
に
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
そ
の
よ
う
な
サ
ニ
ハ
的
存
在
の
神
格
化
で
、
し

か
も
多
言
的
託
宣
神
と
さ
れ
て
い
た
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
国
譲
り
で
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
の
代
弁
を
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
サ
ニ
ハ
的
存
在
が
一
言
的

託
宣
神
と
し
て
隠
蔽
さ
れ
て
限
定
的
に
現
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
古
事
記

伝
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
八
神
殿
に
祀
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
古
事
記

国
譲
り
段
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
言
葉
の
中
で
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
天

神
の
前
後
を
守
護
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
説
い
て
い

る
が
、
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
、
７
に
、
そ
の
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
言
説
は
前
掲
Ｂ

天
武
紀
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
託
宣
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
天
武
紀

の
託
宣
が
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
八
神
殿
に
祀
る
根
拠
に
な
っ
た
と
考
え
た
方

がよい。
そ
し
て
、
八
神
殿
に
祀
ら
れ
た
結
果
に
お
い
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
出

雲
国
造
神
賀
詞
に
あ
っ
た
よ
う
な
土
地
に
根
ざ
し
た
国
つ
神
か
ら
、
タ
カ

ミ
ム
ス
ビ
と
並
ぶ
よ
り
抽
象
的
な
天
つ
神
に
変
容
し
た
。
要
す
る
に
八
神

殿
に
祀
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
託
宣
す
る
国
つ
神
と
し

て
の
役
割
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
八
神
殿
に
お
い
て
コ
ト
シ
ロ
ヌ

シ
は
い
か
な
る
神
と
観
念
さ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
か
り

は
、
そ
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
御
巫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
神
婚
に
よ
っ
て
天
皇
家

と
結
び
つ
き
、
そ
の
子
孫
が
天
皇
に
な
る
と
い
う
神
話
伝
承
も
持
っ
て
い

た
。
八
神
殿
の
御
巫
に
祀
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
神

婚
に
よ
っ
て
天
皇
家
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
神
の
位
相
が
前
面
に
競
り
出

さ
れ
た
。
こ
れ
も
変
容
す
る
託
宣
神
が
新
た
な
神
と
し
て
生
成
さ
れ
た
一

つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
勿
論
、
別
に
国
つ
神
の
中
で
託
宣
す
る
神
、
神
婚

す
る
神
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
次
に
、
他
の
託
宣
す
る

国
つ
神
を
取
り
上
げ
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
比
較
し
て
み
る
。

四
託
宣
す
る
国
つ
神

ｌ
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
・
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

崇
神
記
、
崇
神
紀
に
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
天
皇
や
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
夢
に

現
れ
て
自
ら
の
祭
り
方
を
指
示
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
で
は

神
の
名
告
り
は
な
い
ま
ま
に
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、
後
者
で
は
神
の
名
告
り
の
段
階
を
経
て
神
の
言
葉
が
告
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
前
者
が
神
の
名
告
り
の
段
階
を
省
略
し
て
記
述
し
た
も
の
と

解
さ
れ
る
。
続
い
て
前
者
で
は
、
所
謂
三
輪
山
型
の
神
婚
證
が
展
開
さ
れ

る
が
、
後
者
で
は
後
日
讃
と
し
て
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
妻

に
な
る
と
い
う
よ
、
フ
に
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
神
武
記
で
は
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ

シ
が
ミ
シ
マ
ミ
ゾ
ク
ヒ
の
娘
に
通
っ
て
神
武
皇
后
と
な
る
子
を
設
け
た
と

あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
も
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
同
様
、
神
の
名

告
り
、
託
宣
を
行
う
と
と
も
に
、
国
つ
神
と
し
て
天
つ
神
た
る
天
皇
家
と

婚
姻
を
結
ぶ
と
い
う
伝
承
を
持
つ
。
た
だ
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
三
輪
と
い

う
山
、
或
い
は
倭
の
地
名
を
背
負
っ
て
お
り
、
土
地
に
根
ざ
し
た
国
つ

神
、
崇
り
神
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
崇
神
紀
七
年
春
二
月
の

名
告
り
で
は
、
「
我
は
是
倭
国
の
域
の
内
に
居
る
神
、
名
を
大
物
主
神
」

とある。
そ
の
面
で
言
え
ば
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
、
垂
仁
記
の
イ
ヅ
モ
オ
ホ
カ
ミ

に
近
い
。
垂
仁
記
で
は
、
イ
ヅ
モ
オ
ホ
カ
ミ
が
自
分
の
宮
を
修
理
す
れ
ば
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御
子
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
に
対
す
る
崇
り
を
解
く
と
い
う
託
宣
を
発
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
神
の
名
告
り
は
な
く
、
占
い
で
神
の
素
性
を
知
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
国
つ
神
の
代

表
で
あ
っ
た
が
、
神
名
と
し
て
葛
城
や
高
市
と
い
う
地
名
を
負
う
こ
と
な

く
、
天
つ
神
と
も
通
底
す
る
位
相
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

今
一
つ
、
葛
城
に
関
わ
る
託
宣
神
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
取
り
上
げ
る
。

雄
略
記
、
雄
略
紀
で
は
、
天
皇
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
名
告
り
を
し
合
い
、

ど
ち
ら
が
先
に
名
告
る
か
、
記
紀
に
よ
る
異
同
は
あ
る
が
、
名
告
り
が
中

（

９

）

ま

が

ご

と

心
の
話
で
あ
る
。
雄
略
記
の
神
の
名
告
り
で
は
、
「
あ
は
悪
言
も
一
言
、

シ隼菩」シ』

善
言
も
一
言
、
言
離
神
、
葛
城
一
言
主
大
神
」
と
あ
る
。
「
言
離
」
は
コ

ト
サ
カ
ル
、
コ
ト
サ
カ
ノ
、
コ
ト
ハ
ナ
ッ
な
ど
の
訓
が
あ
る
が
、
コ
ト
サ

カ
ル
が
よ
い
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
名
が
示
す
よ
う
に
、
葛
城
の

地
主
神
で
一
言
で
言
い
切
る
託
宣
神
で
あ
る
。
そ
の
面
で
言
え
ば
、
ヒ
ト

コ
ト
ヌ
シ
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
葛
城
に
関
わ
り
な
が
ら
地
名
を
負
う
こ

と
な
く
、
八
重
と
い
う
語
が
冠
さ
れ
る
よ
う
に
多
言
的
な
託
宣
も
行
う
点

に
お
い
て
、
好
対
照
で
あ
る
。
因
み
に
、
葛
城
地
方
で
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を

祀
る
一
言
主
神
社
と
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
祀
る
鴨
都
波
八
重
事
代
主
神
社

（Ⅲ）

は
同
じ
水
系
に
属
し
、
地
域
的
に
は
隣
接
し
て
い
る
。

別
に
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
、
日
本
霊
異
記
上
巻
二
十
八
縁
で
、
役
の
優

婆
塞
の
こ
と
を
宮
廷
に
謹
言
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
役
の
行
者
に
逆
に
呪

（Ⅱ）

縛
さ
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
を
持
つ
。
こ
こ
で
も
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
葛
木

の
峯
と
地
名
を
冠
さ
れ
、
一
言
の
言
葉
の
威
力
を
有
し
て
い
た
。
従
っ

て
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
も
と
も
と
葛
城
地
域
の
託
宣

神
と
い
う
共
通
項
を
持
ち
な
が
ら
、
扶
を
分
か
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
古
事
記
注
釈
な
ど
は
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
、

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
な
ど
と
共
通
す
る
託
宣
す
る
国
つ
神
で
あ
っ
た
が
、
地
域

共
同
体
を
越
え
た
託
宣
神
と
し
て
、
危
機
的
な
戦
い
の
場
や
国
譲
り
に
関

わ
り
、
更
に
よ
り
抽
象
的
な
天
皇
の
守
護
神
天
つ
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。

そ
の
点
で
、
国
つ
神
と
し
て
の
託
宣
神
に
終
始
し
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
ヒ

ト
コ
ト
ヌ
シ
と
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
は
一
線
を
画
す
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の

多
様
性
か
ら
、
松
前
健
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
固
有
名
詞
的
で
な
く
、
普
通

（旧）

名
詞
的
な
複
数
の
神
と
解
し
た
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
コ
ト

を
同
神
と
見
な
す
が
、
や
は
り
別
神
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
更

に
明
瞭
に
な
る
の
が
、
続
日
本
紀
天
平
宝
字
八
年
の
記
事
で
あ
る
。

復
高
鴨
神
を
大
和
国
葛
上
郡
に
祠
る
。
高
鴨
神
は
、
（
中
略
）
「
昔
、

か
り

お
き
な

つれ

大
泊
瀬
天
皇
葛
城
山
に
猫
し
た
ま
ひ
し
時
、
老
人
有
り
て
、
毎
に
天

え
も
の

皇
と
相
逐
ひ
て
獲
を
争
ふ
。
天
皇
怒
り
て
、
そ
の
人
を
土
左
国
に
流

つ
か
さ
ど

し
た
ま
ふ
。
先
祖
の
主
れ
る
神
化
し
て
老
夫
と
成
り
、
麦
に
放
逐
せ

公』〉フ（》Ｏ

（
続
日
本
紀
天
平
宝
字
八
年
十
一
月
七
旦

右
の
記
事
は
、
前
述
の
雄
略
記
、
雄
略
紀
の
異
伝
的
な
も
の
だ
が
、
天

皇
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
の
出
会
い
が
、
高
鴨
神
と
の
そ
れ
と
な
り
、
天
皇

に
対
抗
し
た
こ
と
で
神
が
土
佐
へ
配
流
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
る
。
土

佐
風
土
記
逸
文
で
は
、
そ
の
続
日
本
紀
の
記
事
を
踏
ま
え
、
高
鴨
神
の
配

流
を
記
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
神
を
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
も
ア
ヂ
ス
キ
タ

カ
ヒ
コ
ネ
と
も
伝
え
る
。
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
も
葛
城
を
根
拠
と
し
た

国
つ
神
と
し
て
知
ら
れ
る
。

結
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シ
ロ
ヌ
シ
は
変
容
す
る
託
宣
神
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
多
言
的
な
託
宣
神
、
一
言
的
託
宣
神
、
そ
し

て
神
婚
す
る
神
、
更
に
託
宣
し
な
い
神
と
い
う
多
元
性
を
有
す
る
が
、
そ

れ
は
共
時
的
、
か
つ
通
時
的
に
変
容
し
、
新
た
な
神
と
し
て
生
成
し
た
諸

相
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
が
託
宣
の
一
環
で
あ
っ
た
記
紀
の
国
譲
り
が
ク

（旧）

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
中
世
以
降
に
出
雲
美
保
神
社
に
祭
ら
れ
、
託
宣

の
準
備
と
し
て
の
呪
的
行
為
の
魚
釣
り
が
前
面
に
せ
り
出
し
て
、
恵
比
寿

神
と
も
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
１
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
田
「
託
宣
考
」
含
こ
と
ば
の
呪
性

と
生
成
』
お
う
ふ
う
平
成
八
年
一
月
）
参
照
。

（
２
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
田
「
託
宣
の
こ
と
ば
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
二
○
○
○
年
八
月
）
参
照
。

（
３
）
岡
久
生
「
事
代
主
神
の
諸
問
題
ｌ
託
宣
と
国
譲
り
の
物
語
ｌ
」

（
『
古
事
記
研
究
大
系
５
１
古
事
記
の
神
々
」
高
科
書
店
一
九
九

九八年六月）。

（
４
）
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
青
柴
垣
に
隠
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
益
田
勝

美
が
自
決
と
説
明
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
が
（
「
廃
王
伝
説
」
『
火

山
列
島
の
思
想
」
筑
摩
書
房
昭
和
四
三
年
七
月
）
、
そ
れ
程
実
体

的
に
捉
え
る
必
要
も
な
い
。
祭
祀
に
関
す
る
伝
承
と
考
え
た
方
が
よ

（
６
）
西
田
長
男
「
記
紀
神
話
の
成
立
と
壬
申
の
乱
」
含
古
代
文
学
の
周

辺
』
桜
楓
社
昭
和
三
九
年
一
二
月
）
。

（
７
）
武
田
祐
吉
校
注
『
古
典
文
学
大
系
祝
詞
』
、
西
田
前
掲
論
文

（
５
）
和
歌
森
太
郎
「
事
代
士

弘
文
堂
昭
和
三
○
年
）
。

い
０

「
事
代
主
神
と
美
保
神
社
」
（
『
美
保
神
社
の
研
究
」

（注６）。

（
８
）
三
谷
栄
一
「
事
代
主
神
の
性
格
」
亀
日
本
神
話
の
基
盤
』
塙
書
房

昭
和
四
九
年
六
月
）
、
多
田
一
臣
「
氏
族
伝
承
の
変
貌
ｌ
賀
茂
氏
の

神
と
役
小
角
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
含
古
代
国
家
の
文
学
』
昭
和

六三年一月）。

（
９
）
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
伝
承
で
「
名
告
り
」
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
既
に

説
か
れ
て
い
る
。
阿
部
寛
子
「
葛
城
の
大
神
の
敗
北
ｌ
古
事
記
に
お

け
る
『
名
告
旦
か
ら
ｌ
」
（
『
上
代
文
学
』
第
五
十
号
昭
和
五
八

年
四
月
）
、
森
昌
文
「
雄
略
天
皇
論
ｌ
狩
猟
伝
承
の
中
の
大
王
像
ｌ
」

（
『
古
事
記
研
究
大
系
６
古
事
記
の
天
皇
』
一
九
九
四
年
八
月
）
。

（
Ⅲ
）
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
神
社
と
聖
地
大
和
』
（
白
水

社）。

（
Ⅱ
）
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
役
小
角
に
つ
い
て
は
、
西
郷
信
綱
「
役
行
者

考
」
会
神
話
と
国
家
」
平
凡
社
一
九
九
七
年
六
月
）
が
論
じ
て
い

つく》。

（
皿
）
松
前
健
「
国
譲
り
神
話
の
形
成
」
含
日
本
神
話
の
形
成
』
塙
書
房

昭和四五年五月）。

（
過
）
和
歌
森
前
掲
論
文
（
注
５
）
。
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